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1. 横断歩道橋修繕計画の目的  

1) 背景  

真岡市は歩道橋として１橋を管理しており、１９８４年に建設されている。 

 現在、建設後３５年以上が経過し、老朽化が進行している。  

老朽化の進行に伴い、維持管理費の増大や通行制限による社会生活への影響

が懸念されており、今後は、歩道橋の老朽化対策に加え、少子高齢化・人口減

少による利用者減・利用形態の変化にも対応して、歩道橋の必要性を検討して

いく必要がある。  

2) 目的  

このような背景から、「真岡市歩道橋修繕計画」を策定し、従来の事後的な

修繕・更新から、予防的な修繕・計画的な更新へと転換を図り、歩道橋維持管

理費用の縮減・平準化を図りつつ、安全性・信頼性を確保する。  

 

２. 修繕計画の対象とする歩道橋  

 本計画の対象とする歩道橋は、１橋であり、概要は、以下のとおりである。 

施設名：下高間木歩道橋（昭和５９年供用開始） 

所在地：真岡市下高間木一丁目４０番地（市道２５０号線） 

橋長：１３．０ｍ  幅員：１．９ｍ 

 

3. 歩道橋修繕の基本的な方針  

（１）歩道橋維持管理費用の縮減・平準化を図り、安全性・信頼性を確保す 

 るために、 以下の①～④のメンテナンスサイクルを不断に継続実施する。 

①点 検：統一的な基準により、5年に1度、近接目視を実施  

②診 断：統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施  

③措 置：点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施  

④記 録：点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える 

化）  

（２）修繕計画の基本方針  

① 点検・診断は５年に１度の実施を基本とする。  

② 点検・診断の結果、健全度の低い部材から順次補修を行う。  

③ 点検の結果、「Ⅱ」（予防保全段階）と診断された部材は、予防保全

の観点から、損傷が軽微なうちに修繕を行う。 

④ 点検の結果、「Ⅲ」（早期措置段階）と診断された部材は、早期の補 

  修を実施し、予防保全型管理への転換を図る。  

⑤ 健全度が同一の場合、利用性・被害波及性を鑑み優先度の高い部材か 

ら補修を行う。 



⑥ 点検・診断の結果、「Ⅳ」（緊急措置段階）と診断された部材は、速 

やかに補修を実施する。また、構造的に重要な部材で、大規模な補修 

が必要な場合は、利用状況等を踏まえ、更新・廃止等の検討を行い、 

検討結果に基づく措置（更新もしくは廃止等）を実施する。 

 

【定期点検結果の評価】 

区 分 状 態 

Ⅰ

  

健 全  横断歩道橋の機能に支障が生じていない状態。  

Ⅱ

  

予防保全段階  横断歩道橋の機能に支障が生じていないが、予防保

全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。  

Ⅲ

  

早期措置段階  横断歩道橋の機能に支障が生じる可能性があり、早

期に措置を講ずべき状態。  

Ⅳ

  

緊急措置段階  横断歩道橋の機能に支障が生じている、又は生じる

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。  

 

４．計画期間 

令和４年度～令和１３年度とする。（１０年間） 

  ５年に１回の定期点検を踏まえ令和９年度に中間見直しを行います。 

 

５．点検結果による対策内容 （令和3年度点検） 

部材名 
判定

区分 
変状の種類 補修方法 

上部構造 

主桁 Ⅰ 
防食機能の

劣化 
塗装塗替 

横桁 Ⅰ - - 

床版等 Ⅰ - - 

下部構造 
根巻きコンクリ

ート 
Ⅰ - - 

階段部 

上部工との接合

部 
Ⅰ - - 

床版 Ⅰ - - 

蹴上げ Ⅰ 腐食 塗装塗替 

アンカーボルト Ⅰ - - 

その他 高欄 Ⅱ 変形・欠損 当て板補修 



裾隠し板 Ⅰ - - 

伸縮装置 Ⅰ - - 

舗装 Ⅰ - - 

排水管 Ⅱ 
腐食、防食機

能の劣化 
塗装塗替 

 

 横断歩道橋毎の健全性の診断（対策区分Ⅰ～Ⅳ） 

判定区分 定期点検時に記録 

Ⅰ 
軽微ではあるが、蹴上げに腐食、防護柵に変形が見られる。過

年度以降に補修工事が行われている為、全体的に健全である。 

 

 

６．補修実施時期 

  平成３０年度に、平成２８年度に行った定期点検の健全性の診断判定区分

に基づき補修する箇所の優先順位を決定し補修設計を行い、平成３０年度～

３１年度に補修工事を実施。 

 

・補修工事金額   約３１，６００，０００円 

・補修内容 

塗装塗替工、舗装修繕、伸縮装置の交換、裾隠し板交換、高欄補修等 

 

  今後は点検結果に応じて、適宜対応する予定です。 

 

７．点検実施時期 

  点検は、５年に１回実施する。 

令和３年度に点検を実施したので、次は、令和８年度、令和１３年度 

に実施予定です。 

 〇対策に係る全体概算事業費（令和４年度～令和１３年度） 

  ・点検費用       約８００，０００円 

    内訳：令和８年度     約４００，０００円 

       令和１３年度    約４００，０００円 

  

 

 

 

 



８．費用の縮減に関する方針 

 【新技術等の活用方針】 

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、新技術等の活用を検討します。 

計画期間である令和１３年度までに、管理する横断歩道橋１橋で新技術を活

用した修繕を進め、従来技術を活用した修繕と比較して１００万円程度のコス

ト縮減を目指します。 

 

【集約化・撤去の方針】 

通学路として利用されているため、現状では修繕により長寿命化を図る方針

ですが、今後利用者の減少が見られた際には撤去の検討を行い、費用の縮減を

図ります。 

 

 

９．改定履歴 

平成３０年１１月 歩道橋修繕計画 策定 

令和３年１２月  歩道橋修繕計画 第１回改定  

令和４年 ４月  歩道橋修繕計画 第２回改定 

令和７年１１月  歩道橋修繕計画 第３回改定 

 


